
※認可外保育施設等とは、認可外保育施設（事業所内保育、ベビーシッターを含む）、病児保育、一時預かり、

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）を指します。

Ｙｅｓ

認可外保育施設等の利用料も、月額上限額の範囲内で無償化の対象となります。

■月額上限額・給付方法チャート

 

〇給付方法について

認可外保育施設等の利用料が無償となる子どもの判定フロー

1 当該子どもは、認可等を受けた保育施設に在籍していますか。
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※ 認可等を受けた保育施設とは以下の施設をいいます。 Ｙｅｓ
　①保育園 　②認定こども園の保育園部分　③小規模保育事業所　④事業所内保育事業所 　⑤企業主導型保育事業所

Ｎｏ

在籍していない

2 当該子どもは、認可を受けた幼稚園等に在籍していますか。（１号または新１号ですか。）

※ 認可を受けた幼稚園等とは、幼稚園または認定こども園の幼稚園部分 をいいます。

Ｎｏ Ｙｅｓ

在籍していない 在籍している
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 年間200日以上（平日・長期休業中・休日）の預かり保育を実施していますか。 Ｙｅｓ
※ 平日8時間以上かつ年間200日以上の預かり保育実施の有無について、佐賀市内の施設は、

  【「十分な預かり保育を実施」している施設一覧】としてＨＰに掲載しています。

Ｎｏ

3 在籍している幼稚園等は、平日8時間以上（教育時間を含む）かつ
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6　居住市町に申請して、保育の必要性に係る認定（新２号または新３号）を受けましたか。
Ｎｏ

認定を受けた

実施していない

4 当該子どもの満3歳の誕生日は、いつでしたか(いつですか)。

  Ａ 今年度の4月1日以前  　　  Ｂ 今年度4月2日以降

Ａ Ｂ
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5　子どもの保護者（父母とも）は、市町村民税が課税されていますか。
Ｙｅｓ

Ｎｏ

課税されていない

問2の答え 問4の答え

Ｙｅｓ
⇒

Ａ　4月1日以前 ⇒

⇒
 償還払い方式（一旦利用料全額を施設に支払う）

給付方法（佐賀市の場合）月額上限額

１１，３００円

１６，３００円Ｂ　4月2日以降

⇒

法定代理受領（差額分を施設に支払う）

⇒

問2の答え 問4の答え
⇒

⇒在籍していない ４２，０００円Ｂ　4月2日以降 ・病児保育事業
・子育て援助活動
　支援事業
・認可外保育施設
　以外の一時預かり
　事業

償還払い（一旦利用料全額を施設に支払う）
利用する施設
数に関わらず

⇒

償還払い（一旦利用料全額を施設に支払う）※1

⇒

※１　ただし、利用する２園以上のうち、１園だけで月額上限額に達する場合は、１園のみ法定代理受領を行い、他園には通常通り
　　　利用料をお支払いください。（償還払い方式での請求はありません。）

法定代理受領方式
利用料から子育てのための施設等利用給付の額を差し引いた金額が施設から請求されるので、施設にお支払い下さい。市は施
設に利用費を支払います。保護者の請求手続きは不要です。

償還払い方式
一旦利用料全額を施設に支払ったのちに、市から指定口座に振り込みます。保護者は請求手続き（請求書と添付書類を提出）
を行う必要があります。

⇒
在籍している

Ａ　4月1日以前 ３７，０００円⇒Ｎｏ

月額上限額

※ただし、幼稚園や認定こども園（幼稚園部分）の預かり保育については、月額450円×利用日数
 （新2号認定を受けた園児は月額11,300円、新3号認定を受けた園児は月額16,300円）まで無償

給付方法（佐賀市の場合）利用施設

・認可外保育施設
　(一時預かりを含
む)

利用する施設数

1園利用

2園以上利用

⇒

⇒


